
東京学芸大学特任教員選考要項の一部改正について 

 

   改正理由：公示の方法の見直し及び字句の修正に伴い，所要の改正を行うものである。 

改         正 現         行 

  

   〔省略〕 

 

 （選考手続等） 

第４条 前条に規定する特任教員候補者の選考は，特任教員候補者選考委員会（以下

「選考委員会」という。）が候補者として選考した者のうちから，当該学系の教授

会（以下「教授会」という。）が行う。 

２ 選考委員会における候補者の選考は，単記無記名投票による委員（委員長を除く

。）の３分の２以上の賛成票をもって行う。 

３ 前項の選考に当たり，選考委員会委員長は，全候補者一覧（様式第２）を作成

のうえ，選考を行わなければならない。 

４ 選考委員会委員長は，前項により候補者を選考したときは，特任教員候補者選考

調書（様式第３）により，その選考に至った経緯を速やかに教授会に報告し，選考

に付さなければならない。この場合において，選考結果の報告は，委員長の指名す

る委員が行うことができる。 

５ 教授会における特任教員候補者の選考は，教授会において単記無記名投票による

出席教授会構成員の３分の２以上の賛成票をもって行う。 

６ 第１項の規定にかかわらず，現に本学の専任の大学教員として勤務する者及び

本学の専任の大学教員として勤務したことのある者並びに特任教員として選考さ

れたことがある者については，在職時と同じ職名相当で選考する場合のみ，選考

を省略するものとする。 

７ 学系長は，特任教員候補者を選考（前項により選考を省略した候補者を含む。

）したときは，特任教員候補者選考調書（様式第３）（前項の規定により選考を

省略した場合は除く。）及び特任教員候補者選考結果報告書（様式第４の１）（

前項の規定により選考を省略した場合は，特任教員候補者選考結果報告書（様式

第４の２）により，選考結果を学長，教員人事会議及び教授会に報告しなければ

ならない。 

８ 教授会は，必要と認めるときは，選考委員会に再審査を行わせることができる。 

９ 第５項に規定する賛成票を得ることのできなかった者は，当該議決後１年を経過

するまでの間，同一職名相当以上の候補者となることができない。 

 

   〔省略〕 

 

 

   〔省略〕 
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   〔省略〕 

 



 （選考委員会の開催） 

第１０条 選考委員会を開催するときは，当該学系長は，日時，場所及び委員名を教

授会に報告するものとし，これにより難い場合は，開催日の１週間前（電子メール

等又は電子掲示板等で公示する場合は前日）までに公示することにより替えること

ができる。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この要項は令和２年７月27日から施行する。 
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   〔省略〕 

 

 

 


